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【合意の実効性の向上】
　これまでの民法では、父母間で養育費の支払を取り決めていたとしても、養育費の支払がなかっ
たときに養育費の支払義務を負う親の財産を差し押さえるためには、公正証書や調停調書、審判
書などの「債務名義」が必要でした。

【暫定的に請求することができる養育費（法定養育費）の新設】
　これまでの民法では、父母の協議や家庭裁判所の
手続により養育費の額を取り決めなければ、養育費
を請求することができませんでした。
　今回の改正により、離婚のときに養育費の取決め
をしていなくても、離婚のときから引き続きこども
の監護を主として行う父母は、他方に対して、暫定
的に一定額の養育費を請求することができるように
なります。その額は、子一人当たり月額２万円です。
また、この暫定的な養育費の支払がされないときは、
差押えの手続を申し立てることができます。なお、
改正法の施行後に離婚した場合に、この暫定的な養
育費を請求することができます。
　この新設された制度は、あくまでも養育費の取決めをするまでの暫定的・補充的なものです。
こどもの健やかな成長を支えるためには、父母の協議や家庭裁判所の手続により、各自の収入な
どを踏まえた適正な額の養育費の取決めをしていただくことが重要です。

　今回の改正により、養育費債権に「先
さきどりとっけん

取特権」と呼ばれる優先権が付与されるため、債務名義
がなくても、養育費の取決めの際に父母間で作成した文書に基づいて、差押えの手続を申し立て
ることができるようになります。養育費のうち先取特権が付与される上限額は、子一人当たり月
額８万円です。なお、民法等改正法の施行前（令和８年３月31日以前）に養育費の取決めがされ
ていた場合には、施行後（令和８年４月１日以降）に生ずる養育費に限って先取特権が付与され
ます。

３ 養育費の支払確保に向けた見直し

Ｐｏｉｎｔ

・養育費の取決めに基づく民事執行手続が容易になり、取決めの実効性が向上します。
・�養育費の取決めがない場合にも、暫定的な養育費（法定養育費）を請求することができる制
度が新設されます。
・養育費に関する裁判手続の利便性が向上します。

【改正後】

【改正前】 父母の私的な取決めがあっても、差押えの申立てに先立って家裁での調停等の手続が必要

父母の私的な取決めで作成した文書に基づき差押えが可能

請求不可
【改正前】

暫定的な養育費
の請求が可能

【改正後】
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【裁判手続の利便性向上】
・�養育費に関する裁判手続では、各自の収入を基礎として、養育費の額を算定することとなります。
そこで、今回の改正では、手続をスムーズに進めるために、家庭裁判所が、当事者に対して収
入情報の開示を命じることができることとしています。

・�養育費を請求するための民事執行の手続においては、地方裁判所に対する１回の申立てで
　　（１）財産開示手続：養育費の支払義務者は、その保有する財産を開示しなければならない
　　（２）情報提供命令：市区町村に対し、養育費の支払義務者の給与情報の提供を命じる
　　（３）債権差押命令：判明した給与債権を差し押さえる
　という一連の手続を申請することができるようになります。

暫定的な養育費は、いつから発生しますか？
また、いつまでに支払わなければなりませんか。Ｑ1

離婚の日から発生します。支払義務を負う父母は、毎月末に、その月の分の暫定的な養
育費を支払う必要があります。A1

暫定的な養育費は、いつまで発生し続けますか。Ｑ2

次のいずれか早い日まで発生し続けます。
①　父母が養育費の取決めをした日
②　家庭裁判所における養育費の審判が確定した日
③　こどもが18歳に達した日

A2

私は離婚後にこどもと離れて暮らす親ですが、十分な収入がなく困窮しています。それ
でも暫定的な養育費の支払をしなければなりませんか。Ｑ3

暫定的な養育費の請求を受けた者は、支払能力を欠くためにその支払をすることができ
ないことやその支払をすることによって自らの生活が著しく窮迫すること（例えば、生
活保護を受給している場合など）を証明したときは、その全部又は一部の支払を拒むこ
とができます。こどもと離れて暮らす親の収入が乏しい場合には、父母の協議により、
暫定的な養育費の額よりも低額の養育費を取り決めることもできます。

A3

暫定的な養育費の額とは異なる額の養育費（より高額又は低額の養育費）を父母だけで
決められない場合には、どのようにすればよいでしょうか。Ｑ4

父母だけで養育費の額を取り決めることが難しい場合には、地方公共団体や、養育費・
親子交流相談支援センターなどが相談に応じているほか（母子家庭等就業・自立支援セ
ンターにも相談に応じているところがあります）、弁護士やADR機関への相談、家庭裁
判所の手続の利用も考えられます（問合せ先は裏表紙を御参照ください）。

A4

私たちは今回の改正法施行前に離婚しましたが、暫定的な養育費は発生しますか。Ｑ5

発生しません。この規定は、改正法施行後に離婚したケースのみに適用されます。改正
法施行前（令和８年３月31日まで）に離婚した場合には、養育費の支払を求めるため
には、父母の協議や家庭裁判所の手続により養育費の額を取り決めてください。

A5

Ｑ A＆ 〜〜
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【親子交流の試行的実施】
　家庭裁判所は、調停・審判において、こどもの利益を最優先に考慮して親子交流の定めをします。
その際には、適切な親子交流を実現するため、資料を収集して調査をしたり、父母との間で様々
な調整をします。こうした調査や調整に当たっては、手続中に親子交流を試行的に実施し、その
状況や結果を把握することが望ましい場合があります。そこで、今回の改正では、親子交流の試
行的実施に関する制度を設けています。その具体的な手続は次のとおりです。

　①�　家庭裁判所は、こどもの心身の状況に照らして相当であるかや、親子交流の試行的実施の
必要性があるかなどを考慮して、親子交流の試行的実施を促すか否かを検討します。

　②�　家庭裁判所は、①の検討を踏まえ、当事者に対して、親子交流の試行的実施を促すことが
できます。試行的実施を促す場合、家庭裁判所は、実施の条件（日時、場所、方法等）を決
めたり、約束事項等を定めることができます。

　③　当事者は、家庭裁判所からの促しに応じて、親子交流を試行的に実施します。
　④�　試行的実施の状況や結果は、家庭裁判所調査官による調査や、当事者である父母自身によ

る報告を通じて、家庭裁判所と父母との間で共有されます。
　⑤�　家庭裁判所は、④の結果を踏まえ、調停の成立や審判に向けて、必要に応じて更に調整等

を行います。
　※　家庭裁判所の判断により、①〜⑤の各段階で、家庭裁判所調査官が関与することがあります。

４ 安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

Ｐｏｉｎｔ

・�家庭裁判所の手続中に親子交流を試行的に行うこと（試行的実施）に関する制度が設けられ
ています。
・婚姻中の父母が別居している場面の親子交流のルールが明確化されています。
・父母以外の親族（祖父母等）とこどもとの交流に関するルールが設けられています。

離婚・別居 親子交流の裁判手続 調停成立・審判 親子交流の実施

①　�試行的実施の�
必要性等を検討

⑤　�更なる
　　調整等 ③　試行的実施

②　試行的実施の促し

④　�家裁調査官の調査・� �
当事者による結果の報告

親子交流の定めあり
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【婚姻中別居の場合の親子交流】
　父母が婚姻中に、様々な理由により、こどもと別居すること
がありますが、これまではそのような場合の親子交流に関する
規定がありませんでした。そこで、今回の改正では、婚姻中別
居の場合の親子交流について、次のようなルールを明らかにし
ています。
　①�　婚姻中別居の場合の親子交流については父母の協議によ

り定める。
　②�　協議が成立しない場合には、家庭裁判所の審判等により

定める。
　③　①や②に当たっては、こどもの利益を最優先に考慮する。

【父母以外の親族とこどもの交流】
　これまで民法には父母以外の親族（例えば、祖父母等）とこどもとの交流に関する規定はあり
ませんでした。しかし、例えば、祖父母等とこどもとの間に親子関係に準ずるような親密な関係
があったような場合には、父母の離婚後も、交流を継続することがこどもにとって望ましい場合
があります。そこで、今回の改正では、こどもの利益のため特に必要があるときは、家庭裁判所は、
父母以外の親族とこどもとの交流を実施するよう定めることができることとしています。
　また、こどもが父母以外の親族と交流をするかどうかを決めるのは、原則として父母ですが、
例えば、父母の一方が死亡したり行方不明になったりした場合など、ほかに適当な方法がないと
きは、次の①～③の親族が、自ら、家庭裁判所に申立てをすることができるようになります。
　①　祖父母
　②　兄弟姉妹
　③　①②以外で過去にこどもを監護していた親族

家庭裁判所から親子交流の試行的実施を促されましたが、事情により、その実施をする
ことができませんでした。このような場合には、どうなりますか。Ｑ1

親子交流の試行的実施をしなかったときは、当事者は、家庭裁判所からの求めに応じて、
その理由を説明しなければなりません。家庭裁判所は、当事者からの説明を踏まえて、
親子交流の調停の成立や審判に向けて、必要に応じて更に調査や調整を行います。その
際には、家庭裁判所から改めて親子交流の試行的実施が促される場合もあります。

A1

親子交流の試行的実施に当たって、こどもの意見は反映されますか。Ｑ2

家庭裁判所は、こどもの心身の状態に照らして相当でないときは、親子交流の試行的実
施を促すことができないこととされています。この「こどもの心身の状態」を判断する
に当たって、こどもの意見は、年齢や発達の程度に応じて考慮されることになります。

A2

Ｑ A＆ 〜〜
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【財産分与の請求期間】
　財産分与は、夫婦が婚姻中に共に築いた財産を、離婚の際にそ
れぞれ分け合う制度です。財産分与は、まずは夫婦の協議によっ
て決めますが、協議が成立しない場合は、家庭裁判所に対して財
産分与の請求をすることができます。
　これまで、この財産分与の請求をすることができる期間が、離
婚後２年に制限されていましたが、今回の改正により、離婚後５
年を経過するまで請求できるようになります（民法等改正法の施行前（令和８年３月31日以前）
に離婚した夫婦が財産分与の請求をすることができる期間は、離婚後２年となりますので、御注
意ください。）。

【財産分与の考慮要素】
　これまで民法では、財産分与に当たってどのような事情を考慮すべきかが、明確に規定されて
いませんでした。そこで、今回の改正では、財産分与の目的が各自の財産上の衡平を図ることで
あることを明らかにした上で、以下の考慮要素を例示しています。
　このうち「財産の取得又は維持についての各自の寄与の程度」については、直接収入を得るた
めの就労だけでなく、家事労働や育児の分担など様々な性質のものが含まれることから、寄与の
程度は、原則として夫婦対等（２分の１ずつ）とされています。

（例示された考慮要素）
・婚姻中に取得又は維持した財産の額
・財産の取得又は維持についての各自の寄与の程度　➡　原則２分の１ずつ
・婚姻の期間
・婚姻中の生活水準
・婚姻中の協力及び扶助の状況
・各自の年齢、心身の状況、職業、収入

【裁判手続の利便性向上】
　財産分与に関する裁判手続では、分与の対象となる財産の種類や金額を明らかにする必要があ
ります。そこで、今回の改正では、手続をスムーズに進めるために、家庭裁判所が、当事者に対
して財産情報の開示を命じることができることとしています。

５ 財産分与に関するルールの見直し

Ｐｏｉｎｔ

・財産分与の請求期間が２年から５年に伸長されています。
・財産分与において考慮すべき要素が明確化されています。
・財産分与に関する裁判手続の利便性が向上します。
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【養子縁組後の親権者】
　未成年のこどもが養子になった場合には、養親がそのこどもの親権者となり、実親は親権を失
います。複数回の養子縁組がされた場合には、最後に養子縁組をした養親のみが親権者となります。
　離婚した実父母の一方の再婚相手を養親とする養子縁組（いわゆる連れ子養子）の場合には、
養親（再婚相手）とその配偶者である実親が親権者となります。この場合には実父母の離婚後に
共同親権の定めをしていたとしても、他方の親権者は親権を失います。

【養子縁組についての父母の意見調整の手続】
　15歳未満のこどもが養子縁組をするときは、そのこ
どもの親権者が養子縁組の手続を行う必要があります。
これまでの民法では、父母双方が親権者であるときに、
その意見対立を調整するための規定がなく、父母の意
見が一致しなければ養子縁組をすることができません
でした。
　今回の改正では、養子縁組の手続に関する父母の意
見対立を家庭裁判所が調整するための手続を新設して
います。

　家庭裁判所は、こどもの利益のため特に必要があると認めるときに限り、父母の一方を養子縁
組についての親権行使者に指定することができるようになります。親権行使者は、単独で、養子
縁組の手続を行うことができます。

６ 養子縁組に関するルールの見直し

（１）�改正前は、夫婦の間で結んだ契約を、いつでも一方的に取り消すことができることとされて
いましたが、今回の改正では、この規定を削除しました。

（２）�改正前は、強度の精神病にかかって回復の見込みがないことが、裁判離婚の事由の一つとさ
れていましたが、今回の改正では、この規定を削除しました。

７ その他の改正

Ｐｏｉｎｔ

・養子縁組がされた後に、誰が親権者になるかが明確化されています。
・養子縁組についての父母の意見対立を調整する裁判手続が新設されています。

養親のみが親権を行う 連れ子養子の場合に養親とその配偶者（実親）が親権を共同で行う

養父 養母

実父 実母 養父

実父

家庭裁判所

実母 養父

共同で
親権を行使

普通養子縁組

裕之 重田
長方形

裕之 重田
長方形
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○調停・審判を行うための手続、必要書類、費用等○調停・審判を行うための手続、必要書類、費用等
　最寄りの家庭裁判所　最寄りの家庭裁判所
　（各裁判所の所在地及び電話番号は裁判所ウェブサイトをご確認ください）　（各裁判所の所在地及び電話番号は裁判所ウェブサイトをご確認ください）
　https://www.courts.go.jp/index.html　https://www.courts.go.jp/index.html

○�第三者を間に入れて話合いをしたい場合やお仕事等の都合で家庭裁判所○�第三者を間に入れて話合いをしたい場合やお仕事等の都合で家庭裁判所
の調停手続等を利用することが難しい場合の調停手続等を利用することが難しい場合

　法務大臣の認証を受けた民間事業者によるADR（調停）　法務大臣の認証を受けた民間事業者によるADR（調停）
　https://www.adr.go.jp/　https://www.adr.go.jp/

○法律専門家（弁護士）に相談したい場合○法律専門家（弁護士）に相談したい場合
　日本弁護士連合会　日本弁護士連合会
　https://www.nichibenren.or.jp/legal_advice.html（法律相談のご案内）　https://www.nichibenren.or.jp/legal_advice.html（法律相談のご案内）

○法的トラブル解決のための一般的な法制度や相談窓口に関する情報提供○法的トラブル解決のための一般的な法制度や相談窓口に関する情報提供
　日本司法支援センター（法テラス）　日本司法支援センター（法テラス）
　https://www.houterasu.or.jp/　https://www.houterasu.or.jp/
　法テラス・サポートダイヤル　0570－　法テラス・サポートダイヤル　0570－00

おなやみなしおなやみなし

7837478374
　（IP電話からは　03－6745－5600）　（IP電話からは　03－6745－5600）
　平日9：00 ～ 21：00、土曜日9：00 ～ 17：00（祝日、年末年始を除く）　平日9：00 ～ 21：00、土曜日9：00 ～ 17：00（祝日、年末年始を除く）

○養育費については○養育費については
　養育費・親子交流相談支援センター（こども家庭庁委託事業）　養育費・親子交流相談支援センター（こども家庭庁委託事業）
　フリーダイヤル　0120－965－419　フリーダイヤル　0120－965－419
　（携帯電話等からは　03－3980－4108）　（携帯電話等からは　03－3980－4108）
　info@youikuhi.or.jp（E-mail）　info@youikuhi.or.jp（E-mail）
　https://www.youikuhi-soudan.jp/　https://www.youikuhi-soudan.jp/
　または、最寄りの母子家庭等就業・自立支援センター　または、最寄りの母子家庭等就業・自立支援センター
　https://www.cfa.go.jp/policies/hitori-oya/syuugyou-jiritsu-center　https://www.cfa.go.jp/policies/hitori-oya/syuugyou-jiritsu-center

○DVについては○DVについては
　DV相談ナビ「#　DV相談ナビ「#88

はれればはれれば

008008」にお電話ください。」にお電話ください。
　（お近くの都道府県配偶者暴力相談支援センターにつながります。）　（お近くの都道府県配偶者暴力相談支援センターにつながります。）
　　https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/soudankikan/01.htmlhttps://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/soudankikan/01.html

○児童虐待について相談・通告したい場合○児童虐待について相談・通告したい場合
　児童相談所虐待対応ダイヤル 　児童相談所虐待対応ダイヤル  11

いちはやくいちはやく

8 98 9
　電話は、お住いの地域の児童相談所につながります。　電話は、お住いの地域の児童相談所につながります。
　https://www.cfa.go.jp/policies/jidougyakutai/gyakutai-taiou-dial/　https://www.cfa.go.jp/policies/jidougyakutai/gyakutai-taiou-dial/

問合せ先

DV・児童虐待の相談先

裕之 重田
長方形

裕之 重田
線

裕之 重田
線

裕之 重田
線

裕之 重田
線

裕之 重田
線

裕之 重田
線


